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Ⅰ　問題提起と分析視角

石油収入の性格と産油国石油政策

--1950年代後半および60年代前半の原油供給システムに関連して一―-
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問題提起と分析視角

石油収入の性格規定

独占利潤の地代化

統一税制度の競争抑制効果

結論

扱い，

る。

それを原油供給システムと呼ぶことにす

ー 問題提起と分析視角

産油国側に決定権の属する石油開発方式・税制

度を原油供給システムの下部構造，主として石油

会社間の競争・協調行動により形成される競争力

格差，市場占有率等を原油供給システムの上部構

造， または市場構造と名づけるとすると，本論文

石油開発方式や石油税制度は，

産油国政府は，

国際石油産業の

市場構造，石油会社間の競争力格差，原油生産の

地理的配分を決定する主要な要因の一つである。

石油会社はそれらを与件として行動する。国際石

油資本により構築された供給管理システムも，排

他的な旧石油利権制度を基礎として初めて成立し

たのであった（注 1)。

石油開発方式や税体系を変更す

ることによって，一定の範囲内ではあるが，

国に有利な市場構造利益配分を実現することが

産油

できる。石油産業は製造業と異なり，石油資源の

存在地点に必ず立地しなければならない（注 2)。石

油資源の所有国は， それゆえに石油政策を通し

て，石油産業の構造に決定的影響を及ぼすことが

可能となる。

したがって，石油産業の成果を他の産業と同じ

ように，市場構造の視点のみから判別することは

危険だといわざるをえない。そこで，本稿では，

石油開発方式・税制度と企業行動の累積的結果と

して形成される市場構造とを一体のものとして取

『アジア経済』 XXX-5(1989. 5) 

の課題は， 下部構造の構造変動が上部構造に与え

る影響の解明にあるということができよう（第 1

図参照）。

産油国の石油政策が下部構造の再編成だけにと

上部構造の形態をも間接的に規定するどまらず，

第 1図 原油供給システムの概念図

く原油供給システム〉

国際 石油 産業 の市 場構 造

石油開発方式・税制度

石油資源の自然的分布

（出所） 箪者作成。
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ということになると，産油国がいかなるタイプの

原油供給システムを理想として政策介入してくる

のか， という産油国の背後にある政治的・経済的

動機をまず明らかにしておく必要があろう。

リーマンが指摘したように，産油国政府は経済

学範疇においては地主である（注 3)。超過利潤の地

代への転化，地代の取得を行動原理とする経済主

体が地主である。

だが，産油国政府の政策目標が地代収入の極大

化にあると決めつけることはできない。地代収入

を縮小，あるいは地代収入への依存度を引き下げ

ていくことも合理的目標となりうるのである。そ

れによって，過度に石油産業に偏った奇形的産業

構造が修正され，外国市場依存度が低下し，内発

型工業化に道が開かれるのであるならば，それは

地代収入極大化に取って代わる目標となりうるの

である（注4)。産油国の工業化の遅れは，資本不足

に原因があったのではなく，むしろ石油収入の過

剰にその原因があったと考えられる（注5)。

しかしながら，本稿もリーマンと同じように，

産油国を寄生的で受身的な地主として取扱うこと

にした。のちに明らかにするように，産油国は，

地代収入の増大を可能にする原油供給システムの

構築を目指して，石油政策を利用してきたように

思われるからである（注6)。

産油国を地主と規定したとき，まず問題となる

のが，産油国が地代化しようとする超過利潤の性

格である。産油国が手にする石油収入は，それが

何と呼ばれようとも，理論的にはすべて地代であ

る（注 7)。この問題は，上部構造の形態によって左

右される原油価格の性格と密接に関連している。

1950年代後半から60年代前半にかけて，産油国が

受け取っていた地代の性格については，第II節で

推計および分析を行なう。

2 2  

第II節の分析を踏まえたうえで，第皿， W節で

は，産油国の地代化政策が上部構造に与えた作

用，特に競争条件に及ぼした影響を中心に論述す

る。

産油国石油政策は競争論の観点から分類する

と，競争促進政策と競争抑制政策とに二分され

る。第ill,IV節で取り上げる石油政策は，競争促

進政策と消極的競争抑制政策とに限定されてい

る。しかし，ここでの分析によって，産油国が積

極的競争抑制政策，すなわち共同生産計画，事業

参加政策へと向かわざるをえなかった論理が明ら

かにされるであろう（注8)。

（注 1) 国際石油資本 8社を中心とする原油供給管

理ヽ ンステムは，次の 4点を基礎として機能的運営が可

能となった。 (1)多国籍企業化，（2）垂直一貫統合化，（3｝

各段階における著しく高い市場集中度，（4）共同所有制

および原油販売の長期契約である。中東巨大油田の共

同所有，原油生産段階での高い集中度は，独占的鉱区

所有権を産油国が法的に付与した， l日利権制度抜きで

考えることができない。独占を維持するには，産油国

政府による法律的参入障壁を必要とする。詳しくは，

拙稿「原油供給システムと中東産油国の資源ナショナ

リズム(I)」（『経済学研究』〔九州大学〕第51巻第6

号 1986年9月）を参照。

（注2) 製造業のように工場を閉鎖して他国へ移転

させるということはできない。

（注3) Leeman, W. A., The Price of Middle 

East Oil: An Essay in Political Econ01ny,イサカ，

Cornell University Press, 1962年， 187ページ。

（注4) 「1人当り所得および製造業生産の急速な

増大にもかかわらず，この 9カ国のすべてにおいて容

易ならぬ経済的・社会的な構造のゆがみが存続し，多

くの場合強められさえする傾向がある。 9カ国はこれ

らの弱点に立ち向かうことをしなかった。しかし，そ

れは石油資源の豊かな国では，ほんのわずかではある

が石油収入の絶えざる増加によって償われてきたし，

レバノ｀ノもまた産油国の石油収入から大いに利益を得

てきた」（ガラール・アミーソ著 中岡三益・堀侑訳

『現代アラプの成長と貧困』東洋経済新報社 1976年

23ページ）。ガラール・アミーソのいう 9カ国とは，
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Ⅱ　石油収入の性格規定

リビア， クウェート，サウジアラビア，イラク，シリ

ァ，ョルク・ソ，レバノン，ニジプト，スーダ‘ノである。

（注5) ボール• A・バラソ著 浅野栄一・高須賀

義博訳『成長の経済学』東洋経済新報社 1960年 272

~290ページ。

（注6) ペソローズは，それを適確に「カネ対『原

則』」 (moneyversus'principles'）と名づけている。

Penrose, E.T., The Large International Firm in 

Developing Countries: The International Petroleum 

Industry, ロンドソ， GeorgeAllen and Unwin, 

1968年， 211ページ（木内燒訳『国際右油産業論』東

洋経済新報社 1972年 293ページ）。

（注7) 地代には，絶対地代，差額地代，独占地代

があるが，鉱物資源の涸渇性から生じる使用者糞用

(user cost) も含まれていると解釈されねばならな

い。本稿では，絶対地代，使用者費用は無視できるほ

ど小さいと考え，取り上げなかった。

使用者費用による価格と限界費用の乖離について

は，拙稿「所有権モデルと原油価格」（『フェリス女学

院大学紀要』第23号 1988年3月）を参照のこと。

また，ここで用いている独占地代はマルクスのいう

独占地代とは異なった概念である。生産調整によって

作り出された独占価格が地代化することと，マルクス

が論じた，「まったく特別な品質の葡萄，一般に比較

的少量しか生産されない葡萄を生産する葡萄山は，独

占価格を生む」ために，その超過分が地代化する現象

とは区別されねばならない。前者は生産調整がなくな

れば，独占地代も消滅するが，後者は需要が供給量を

超えている限り消え去ることはない。マルクスの独占

地代については，カール・マルクス著 岡崎次郎訳

『資本論 8』（国民文庫25)大月書店 1972年 267ペ

ージを参照。

（注8) 本稲の分析は， 1950年代後半（利益折半方

式導入後）から60年代前半（共同生産計画導入前）ま

での石油収入の性格と産油国石油政策に限定されてい

る。共同生産計画，事業参加構想出現の必然性につい

ては，次稿で論じる予定である。 1970年代の「激動

期」については拙稿「国際石油産業の構造変化につい

て」（『経済論究』（九州大学J第57号 1983年8月）／

同「石油産業国有化のプロトタイプについて」（『経済

論究』〔九州大学〕第61号 1985年3月）で分析を行

なったので，筆者の見解については，それらを参照さ

れたい。

石油収入の性格と産油国石油政策

n 石油収入の性格規定

エディス・ペンローズは， 1959年， 『エコノミ

ック・ジャーナル』誌の論文で次のような問題を

提起した。

産油国は，外国石油会社に「搾取」され続けて

きたと考えられているが，それは真実か。また事

実そうだとすればいかなる意味においてそうなの

か（注 1)。

上の問いに対して，彼女は次のような答えを出

した。

「国際石油資本による卓越した経済力，支配力の保

持および行使をもって支配と呼ぶのであるならば，そ

の私的権力を弱化させることはきわめて簡単である。

石油産業に競争要因を導入するだけで充分なのであ

る。だが，競争要因の実質的導入は，別の経済的問題

を引き起こすであろう。競争的要因の導入によって，

原油生産コストが著しく上昇し，投資を阻害するか，長

期的に油田の非効率的利用を行なうことになるか，あ

るいは，産油国が現在受け取っている石油収入の水準

が，価格下落に伴って引き下げられることになるであ

ろう。つまり，産油国は，産業の独占的組織の存在に

よって利益を得ているのであって，搾取されているの

ではない。独占の除去が，産油国による資源の有効利

用をもたらすとは考えられない。搾取されているのは

産油国ではなく，消費者，特に多国籍石油企業をもた

ない発展途上国の消費者である」（注 2)。

彼女の説明を簡潔に要約するために，石油収入

を表わす式（石油収入方程式）を次のように定めて

おく。

R=(P-C)xTxQ 

R:石油収入， P:原油価格／バーレル，

c ：原油生産コスト／バーレル， T:税率，

Q ：生産量

上式を用いると，産油国が受け取る 1言当り収

入は (P-C)xTで示される。

彼女は，競争によってもたらされる税率(T),

23 



1989050026.tif

生産量 (Q)の上昇よりも，競争がもたらす不利

益，つまり，価格(P)の下落，生産コストcc)の

上昇の方が大きいと考えていた（注 3)。

ミクダシも，産業の寡占的構造の温存・強化が

産油国にとって利益をもたらすことを論じてい

る。彼によると， OPECのスタッフもその事実

を充分認識していた（注り。

そこで，誤まった判断に陥る危険性を承知のう

えで，各種の資料を突き合わせて，中東石油 (1950

年代後半から60年代前半）の 1言当りの独占利潤，

および本来の差額地代の推定を試みることにした

い。

推定は，次の順序で行なう。まず，原油の競争

価格，生産コスト，平均利潤の推定を行なう。現

実の原油価格と推定された競争価格との差が 1芦

当りの独占利潤である。推定された競争価格から

生産コスト，平均利潤を差し引いた残りを 1芦当

りの差額地代と考えることにする。

最も推定が困難な数値は，国際石油産業が競争

的市場構造下に置かれていたならば実現したであ

ろうところの中東石油の競争価格 (FOB価格）で

ある。エーデルマンの1972年の推定では， 70年か

ら85年にかけての中東石油の長期供給価格は20ゃ

第1表 エーデルマンによる長期供給価格の推定
(1970~85年）

（単位：ドル／バーレル）

開発およびペルシャ湾
操業費 に対する位

長期供給

(1980年代置の有利性
価格

中頃） （1980_2 
(1970~85) 

ベネズエラ 0.42 I 0.64 

リ ビア 0.34 0.54 

アルジェリア 0.37 0.57 

ナイジェリア 0.26 0.46 

イ フン 0.14 0.20 

イ ラ ク 0.12 0.20 

クウェート 0.20 0.20 
サウジアラビア 0.18 0.20 

（出所） Adelman, M. A., T加 WorldPetroleum 

Market, ボルチモア， Johns Hopkins Uni-

versity Press, 1972年， 76ページ。
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／盆と予測されていた（第 1表参照）。しかし， この

数字を1950年代後半に当てはめることはできない

であろう。 1950年代後半の生産コストが高かった

という事情もあるが， 何よりも， 中東石油が世

界原油生産量に占める割合が， 59年でわずか22.4

娯（注5)しかなかったことを考慮しなければならな

い。エーデルマンの中東石油 FOB価格 20!ン1位

説では，世界の石油需要が主として中東石油でま

かなわれろことが前提されている。中東地域以外

の油田は，位置の有利性（タンカー・フレート）に

よって，存続可能な最低コストが決定される。中

東油田は限界油田として規定されており，中東で

は差額地代が発生する余地がほとんどないとされ

ているのである。

ここでは， とりあえず，エーデルマンが1964年

の論文で用いた 1ドル1位という値を採用しておき

たいと思う（注6)。エーデルマンが主張したよう

に，競争的市場構造のもとに置かれていたなら

ぼ，原油価格がいったいどの水準まで下落したか

を推定することは不可能である。不可能であるけ

れども，彼は，中東石油の投資収益率からみて，

「すぐに 1位l位になるというわけではないが，

徐々に価格が 1ドル1位まで下落すると考えられな

いわけではない」（注7)とし，仮設例では 1ドルl'はを

用いていた。この数字に理論的な裏づけがあるわ

けではない。だが，他に利用できる数値があるわ

けでもない。よってここでは， とりあえず，エー

デルマンの数値を利用しておきたい。

原油の生産コストについては，いくつかの資料

が利用可能であり， どの資料も似かよった値であ

る（注8)。ここでは，イサウィの資料を参考に，中

東石油の平均生産コストを10そ！盆から30や／芯と

しておきたい（第2，第3表参照）。

次に，石油企業が受け取るべき適正利濶（平均
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第2表原油生産 1バーレル当りの生産コスト，

政府収入，石油会社利益，原油価格
（単位：ドル／バーレル）

平均公示価
生産 石油会格または実政府収入コスト 社利益勢価格

（推定）

バーレン
1946 I 0. 10 I 0. 15 I 0. 93 
1951 0. 10 0. 28 1. 30}翡
1957 ~59 I 0. 15 I 0. 80 I 0. 80 I 1. 75 

イラン
1956~58 I 0. 24 I 0. 78 I 0. 78 I 1. 80 

イラク
1949 I 0. 45 I 0. 22 ! 1. 43 I 2. 10 
1953 0. 24 0. 751 1. 01 2. 00 
1955~56 I 0. 20 I 0. 90 I 0. 90 I 2. 00 

クウェート
1950~51 I O. 10 I 0. 08 I 1. 29 I 1. 47 
1957~59 I 0.10 I 0. 75 I 0. 75 I 1. 60 

カタール
1950 I 0. 35 I 0. 08 I 1. 34 I 1. 77 
1957 ~59 I 0. 28 I 0. 87 I 0. 87 I 2. 02 

サウジアラビア
1946 I 0. 19 I o. 22 I 0. 77 
1951 0. 20 0. 56 0. 92t翡
1956 I 0. 31 I 0. 78 I 0. 78 I I. 87 

（出所） Issawi, Charles; Mohammed Yeganeh, 

The Economics of 1vfiddle Ea,stern Oil, ロン

ドン， Faberand Faber, 1962年， 117ページ。
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利潤）であるが， リーマンのネット・キャッシュ

・インカム法による利潤率比較によると，アメリ

カ国内の大手 6社とアラムコの利潤率格差は約2

~3倍である（注9)。その数字から単純に割り出す

とすると，国際石油資本が実際に受け取っていた

約90炉／位の利潤（第3表の1959年， 60年における中

東石油会社の利益を参照）の 2分の 1から 3分の 1'

すなわち， 45仔l位から30序lは程度が適正な利潤

と考えられないこともない。しかし， リーマンが

取り上げたアメリカ国内の 6大石油会社は，限界

生産者ではないであろう。したがって，平均利潤

率以上の利潤率を確保していた可能性が高い。

ここでは，多少年代がずれることになるが，クバ

ーが石油企業批判の材料として用いたアメリカ商

務省の統計数字をもとに， 90f'I霊の 6分の 1 (15 

ャは）としておく。アメリカ商務省が， 1970年の

アメリカの直接投資に関して公表した数字による

と，中東における石油産業の純資産 14億6600万

ドル，収益11億6100万恥で，年間収益率79.2吝，そ

第3表 中東，ベネズエラにおける原油生産 1バーレル当りの生産コスト，

政府収入，石油会社利益，原油価格
（単位：ドル／バーレル）

中 東 ベネズエラ

——|—--
生産コスト政府収入l賃油会贔丁原油価格生産コス□政府収入 I賃油会直原油価格

• ~ 

1913~47 0.44 0.21 
1948 0.61 0.34 
1949 0.54 0.31 
1950 0.45 0.37 
1951 0.38 0.41 

1952 0.31 0.53 
1953 0.30 0.66 
1954 0.28 

i 
0. 72 

1955 0.33 0.76 
1956 

I 
0.35 0.78 

1957 0.38 0.80 
1958 0.32 0. 79 
1959 0.33 0. 79 
1960 0.30 0. 74 
1948~60 0.35 0.68 

1913~47(％） I 29 1 14 
1948~60(%) I 17 I 33 

（出所） 第2表と同じ (114ページ）。
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0.88 
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1.00 
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0.97 
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0.23 
0.85 
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0.61 
0.75 

0.76 
0. 75 
0.74 
0.76 
0.82 

0.94 
1.01 
0.96 
0.99 
0.84 
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35 

0.66 
0. 70 
0.47 
0.57 
0.63 

0.62 
0.63 
0.66 
o. 70 
0.76 

0.88 
0.55 
0.42 
0.45 
0.62 
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25 

1. 41 
2.33 
2.09 
2.22 
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2.45 
2.50 
2.42 
2.46 
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2.38 
2.40 
2.43 

100 

100 
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れに対して，発展途上国における精錬・鉱山業の

投資収益率は13.5佐であり，中東石油産業の利潤

率は，発展途上国における他の鉱業の約 6倍の水

準であったと考えられる（注10)。

中東石油の競争 FOB価格 lり』盆，

コスト 10炉／はから30序l盆，国際石油資本が受け

取るべき適正な平均利潤部分として 15tン／盆とい

う数値を組み合わせて計算してみると，産油国が

原油生産

受け取るべき差額地代部分は，最大で75仔l:；（生

産コスト10ヤ／芦の場合）， 少ない場合では 55tン／此

（生産コスト30?！古の場合）程度であったと推定さ

れる。

この推計が恣意的な理論的根拠を欠いた推計で

あることは，繰り返すまでもないことである。

かし，筆者はできる限り差額地代部分が大きくな

し

るような組み合わせを選択したつもりである。競

争価格として採用した中東石油 FOB価格 1靡l

位という値も，エーデルマンが認めているように

控えめな数値である。エーデルマンは，第 1表か

ら明らかなように，長期的には，中東石油が20ゃ

l古の生産コストの限界油田となり，

ない。

あるいはまったく出さず，

中東におい

ては差額地代がほとんど発生しなくなると考えて

いたのである。石油企業の適正利潤として割り当

てた 151刃位の平均利潤部分が大きすぎるという

批判があるかもしれない。その数値の基礎となっ

た発展途上国における鉱山業の利潤率も，平均利

潤率を上回っていた可能性は否定しえない。 だ

が，利潤をたとえ 0にしたところで，差額地代部

分は70ぞ！はから90tン1位に増加するにすぎない。

また，次のような事情も考慮しておかねばなら

リーマンの資料（第4表）によって明らか

に示されているように，国際石油資本は，原油の

輸送・精製・販売の段階では，利益をほとんど，

またある場合には，赤

国際石油資本7社の上流，

の利益配分（推定）

I 1956 I 
原油生産段階 97.l 

輸送，精製販売段階 2.9 

（出所） Leeman, W. A., The Price of Middle East-
Oil: An Essay in Political Economy, イサカ，

Cornell University Press, 1962年， 71ページより

算出。

第4表

字操業を行なっていた。垂直統合化された全工程

の利益が主として原油生産段階に集中されていた

という事実を考えあわせたとき，平均利潤として

の 15f'/芦は，

下流部門間

（％） 

1957 

98.3 

1. 7 

産油段階の投資収益としては充分→

であっても，全投下資本に対する利益としては不

足しているかもしれないのである。

ここで求めた差額地代， 55仔l盆～75ぞ／立とい

う値とイサウィらの政府収入の数値（第3表）およ

びロストウらの数値（第 5表）と比較してみたと

き，利益折半方式導入後においては，産油国が独

占利潤の一部を地代として受け取り始めていたと

いってよいのではないだろうか。
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動，特に独占価格の競争価格水準への接近を恐れ
．．．．．． 
る理由はないのである。そのような場合には，国

有化によって，差額地代部分を取り戻す政策が，

主要産油国の 1バーレル当り石油収入

（単位：ドル／バーレル）

1950 [ 1955 [ 1960 [ 1965 [ 1970 [ 1972 

サウジ
アフヒア

ー、 0.6321 0. 8211 o. 7501 0. 8321 0. 8831 1. 437 

イラン o.479i o. 818i o. 8011 o. 8lll o. 8621 1. 358 
ベネズエラ 0.5971 0. 8071 o. 8921 0. 9561 1. 0921 1. 719 
クウェート 0.1031 0. 7671 o. 765¥ 0. 789¥ 0. 828¥ 1. 409 
イラク 0.4001 0. 8621 o. 7861 0. 8171 0. 9571 1. 507 
カタール 0.0911 0. 8361 o. 8641 0. 8221 0. 9151 1. 445, | 

（出所） Rustow, Dankwart A.; John F. Mugno, 

OPEC: Success and Prospects, ニューヨーク，

New York University Press, 1976年， 130ペー

ジ。

第 5表
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Ⅲ　独占利潤の地代化

経済的観点からいっても有効な政策となろう。イ

ランのモサデクによる1951年の国有化の場合は恐

らくそうであったと考えられる（注II）。しかし，石

油収入に独占利潤が含まれるようになった以上，

生産量を管理する独占的組織の存在を大前提とし

なければならなくなるのである。資源ナショナリ

ズムの変質は，独占利澗の一部を地代化し始めた

1950年代後半からすでに始まっていたと考えられ

る。

（注 1) Penrose, E.T., "Profit Sharing between 

Producing Countries and Oil Companies in the 

Middle East," Economic Journal,第69巻第274号，

1959年6月， 238ページ。

（注2) 同上論文 251~252ページ。

（注3) ぺ｀ノローズは，競争による生産コスト上

昇，逆にいえば，国際石油資本による生産管理の効率

性を過大視しすぎているように思われる。彼女はアメ

リカを念頭においたのであろうが， アメリカは例外で

ある。

（注4) Mikdashi, Zuhayr, A Financial Analysis 

of Middle Eastern Oil Concessions: 1901-65,ニュ

ーヨーク， Praeger,1966年， 251ページ。

（注5) Petroleum Press Service（日本語版），第

27巻第12号， 1960年12月， 476ページより算出。

（注6) Adelman, M.A., "Oil Prices in the 

Long Run (1963-75)," Journal of Business (Uni・

versity of Chicago)，第37巻， 1964年， 159ページ。

（注7) 同上。

（注8) ワイアソトは， 1955年および60年の中東原

油生産コストとして15ヤI'ぶという数値をあげている。

Wyant, F. R., The United States, OPEC, and Mul• 

tinational Oil, レキシ` ノトソ， LexingtonBooks, 

1977年， 169ページ。

イラソ・コンソーシアム会長のジョ｀ノ・ウォーデン・

が1967年にイラソ中央銀行で行なった講演のなかで

は，サウジアラビア 8~9ヤ／芦，クウェート 6ヤ／芦，

イラソ 14;刃とという数値が引用された。浜渦哲雄

『国際石油産業一ー中東石油の市場と価格一ー』日本

経済評論社 1987年 246ページ。

（注9) Leeman,前掲書， 69,77ページ。

（注10) アプドル •ア 、ール・クノ 著奥田英雄

石油収入の性格と産油国石油政策

訳『OPECその歴史と現状』石油評論社 1975年

76ページ。第皿節の（注4) も参照。

（注11) Mikdashi，前掲書， 109~110ページによ

ると， 1946~50年の 1芦当り石油収入は， 54~60年の

平均と比較して 3分の 1程度であった。したがって，

1951年以前には，イラソは正当な差額地代さえも受け

取っていなかったと思われる。

III 独占利潤の地代化

ー一新協定の導入ー一

産油国による差額地代の取得は，地主として当

然の権利の行使にすぎない。その結果，国際金融

システムが動揺するほどの富の国際的移転が生じ

たとしても，原油の生産・利潤の分配という産業

レベルでは，何ら問題とはならない。だが， もし

もその超過利潤が，理想的競争条件下で，油田の

採掘条件，地理的位置，輸送条件（パイプライン輸

送かタンカー輸送かなど），および原油の性質の差異

によって複合的に形成されるところの，最劣等油

田との格差に基づく差額地代にとどまらず，供給

制限によって意図的に設定された独占価格を基礎

とする独占利潤をも含んでいる場合には，話は別

である。そのような超過利潤の取得には理論的正

当性がない。

鉱業であろうと，農業であろうと，理論的に

は，超過利潤が生産者の手に帰すことはありえな

い。土地をめぐる競争が超過利潤の地代への転化

を促進し，超過利潤はすべて地主の手に入ること

になっているからである。しかし，改めていうま

でもなく，そのような理想的状況は，無時限的な

仮想的世界のなかだけの話にすぎない。

土地や建物についての賃貸契約が，その有効利

用を保証するために，長期の契約期間を設定して

おり，かつ，賃貸料が一定額，ないしは売上，生

産量，利益の一定割合の支払と規定されている場

合には，その契約期間の間に発生した超過利澗の
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すべてが地代に転化するわけではない。契約に基

づいて「地代」という名目で支払われたあとの残

りの超過利潤は借り手（資本家）のものとなるの

である。地代論においては，この種の問題は，更

新時に結局は地代化されるとして処理されてお

り，重大視されていない。ところが，現実には，

資本間の競争力格差を長期にわたって決定する，

きわめて重要な問題なのである。

たとえば，代表的石油利権として，サウジアラ

ビア政府とアラムコが締結した協定をとりあげて

考えてみる。協定期間は66年である。地代支払

は，利権料，所得税として超過利潤の一部に限定

されていた。つまり，アラムコは66年間にわたっ

て平均利潤率以上の利潤率を得，反対にサウジア

ラビア政府は， 66年もの間，超過利潤の一部しか

手にすることができない。そして，もし，超過利

澗のすべてを地代として支払う契約を結んだ石油

企業が存在しているならば，その企業は平均利潤

率を実現するにとどまり，アラムコのような超過

利潤をも獲得している企業との間で著しい競争条

件格差が作り出されていることになる。しかも，

その不利性は数十年間にわたって固定されるので

ある。

産油国が放棄した地代部分を取り戻すには，理

論的には，毎年，あるいは数年ごとに，利権を再

入札（競争入札）することによって，競争の力を利

用して，超過利潤をすべて地代として放出させる

という方法が考えられないわけではない。

しかし，いうまでもなく，そのような政策は非

現実的であり，また非効率でもある。油田の探鉱

・開発には長い時間と多額の資本を要するため，

短期の利権協定は，石油開発そのものを困難にす

るであろう。それ以上に問題なのは，中東中枢油

田共同所有制を軸として形成されてきた，国際石

28 

油資本の生産管理システムが破壊され，独占価格

が維持できなくなることである。

産油国が実施できる競争入札政策は，国際石油

資本に付与していない鉱区，国際石油資本が開発

せず長期にわたり放置していた鉱区を接収し，そ

れらの鉱区を競争入札することである。鉱区が限

定されており，独占価格が高く維持されているほ

ど，つまり限界費用と価格とが乖離すればするほ

ど，参入圧力は高くなり，その結果生み出される

新協定はより一層産油国に有利な利益分配率を実

現するであろう（注 l)。

産油国にとって競争促進政策のもつ意義は，石

油収入方程式のなかの二つの変数，税率(T)と生

産量(Q)を極大化することにより， 地代収入（新

協定から得られる）が極大化されることにある。し

かし，国際石油資本が放置していた鉱区で，巨大

油田が発見される可能性は少ない。したがって，

産油国の受け取る地代総額からみれば，ほんの一

部が付け加えられるにすぎない。新協定の真の意

義は，旧利権協定に基づいて生産活動を行なって

いる国際石油資本が，「適正な」利潤を超える超

過利澗を得ている証拠材料として利用するところ

にある（注 2)。

問題は原油価格である。競争の導入は，ペンロ

ーズ， ミクダシが指摘したように，価格の下落を

もたらす危険性を卒んでいる。だが，競争が，国

際石油資本による生産調整がうまく機能している

範囲内で，限定的に導入された場合には，価格は

維持されよう。

新規参入企業は，独占利潤の一部，あるいは平

均利潤さえ得られるのであるならば，参入利益が

あると判断するであろう。独占価格が維持されて

いる環境のもとで，利権獲得を目指して過当競争

が行なわれるために，新規参入企業は独占価格を
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与件として参入し，結果として平均利潤を確保す

るにとどまることになろう。以上の事態が理想的

に進行するならば，新協定においては，独占利潤

の全地代化が実現すると考えられる（注3)0 

換言すると，限定的に導入される利権獲得競争

（利権の競争入札）は，新規参入企業（主として独立

系石油企業）と国際石油資本との競争条件格差を極

限まで広げることになる。このようにして作り出....... 
された格差によって，中東へ参入した独立系企業

は， その時点で価格競争力を喪失することになっ

たのである（注り。

市場構造の観点からみると，新規参入企業数の

増加は，競争の一層の激化，良好なパフォーマン

スの実現を意味する，それによって， たとえ国際

石油資本の市場占有率が低下しなかったとして

中小石油企業が競争の不利性を克服し，国際

石油資本と同一の費用条件をもつようになるなら

も，

ば，価格は下落し，産出量は増大し，望ましい市

場成果がもたらされる。その場合，中小石油企業

は， ベインのいう競争的周辺部 (competitivefrin-

ge) として機能していることになる（注5)0 
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わ 独立系企業が価格競争力をもつこ

とはありえない。その反対に， 独占利潤の地代化

（独立系側からすれば，独占利潤の費用化）によって，

下限価中東における限界生産者の意図的な創出，

格の引き上げがもたらされるであろう。

いままでみてきたように，部分的競争導入政策

は， きわめてパラドキシカルな側面をもっている

といわざるをえない。市場構造が競争的になった

ただちに望ましい市場成果を期待からといって，

するというわけにはいかないのである（注 6)。

何度も繰り返すことになるが，留意すべき点

石油収入の性格と産油国石油政策

は，上述の独占利潤の地代への転化は，独占価格

が安定的に維持されていてはじめて実現するとい

うことである。独立系企業の石油産出量が増大し

ても価格を下落させないためには，国際石油資本

が自らのシェアを縮小する形で生産調整を実施せ

ねばならない。仮に，

ることが困難という事態に陥ると，価格は供給量

の増大に応じて，需要曲線に沿って下落していく

であろう。その場合，

生産調整を効果的に実施す

高いフロアー・プライスを

もつ独立系企業よりも，価格引き下げ余力の大き

な国際石油資本により強い圧力がかかると考えら

れる。国際石油資本間の内部分裂を防止するため

にも，利権の付与は，国際石油資本の供給管理の

弾力的運用の範囲内に，独立系企業の生産量がお

さまる程度に制限される必要がある。

油国の利権供与政策に全面的に依存している。

それは，産

国際石油資本の市場占有率が低下すればするほ

ど，国際石油資本による生産調整機能は弱化す

る。競争促進政策は，

ペンローズ，

独占価格の存在下で， 限定

的に導入されてはじめて産油国にとって最も有利

な状況を生み出す。逆説的にいえば，競争促進政

策が競争抑制的に利用されたときに，地代の最大

化が実現するのである。無制限な参入を許せば，

ミクダシが指摘した最悪の事態（産

油国にとって）に陥る。

ペンローズによると，産油国の官僚は，「独占

利潤（つまり政府の収入）が市場競争によって脅か

され，独立系企業の新規利権獲得が，短期的には

資金的に有利だが，長い目でみれば結果としてで

てくる世界市場の競争の激化が著しい不利を招く

ものである」（注 7)ということを正しく認識してい

た。にもかかわらず，「自国の石油資源をもっと

発展させたいという欲求には依然としてそれにま

さる強い影響力があり，新利権の許可は減少しな
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第 6表 中東における利権保有企業数

1940 11950 I 1955 I 1960 I 1965 I 1970 

国際石油資本 81 81 8j 81 81 8 

米系独立系企業 o I 10 I 17 I 18 I 26 I 30 
その他

独立系企業
11 11 11 31 101 30 

政府系企業 o I o I o I 2 I 5 I 13 

総計 9I 19 I 26 I 31 I 49 I 81 
（出所） Wyant, F. R., The United States, OPEC, 
and A1ultinational Oil, レキシントン， Lexington

Books, 1977年， 31ページ。

（注） その時点で活動中（利権保有）の企業のみで，

利権を放棄した企業は含まれていない。したがって

実際に参入した企業数は上記の総計を上回る。

かった」（注8)のである（第6表参照）。

一般のカルテルと同じように，個別利害と全体

の利害を一致させることは容易ではない。また，

国際石油資本の生産調整システムも，米国連邦取

引委員会報告の『国際石油カルテル』で論じられ

たような一枚岩の世界政府としては機能していな

かった。国際石油資本の市場占有率が高いだけで

は，独占価格は維持できない。低コスト油田の生

産を抑え，高コスト油田（限界油田）の水準を引き

上げるような生産調整が必要なのである。国際石

油資本間の利害対立が，生産調整システムを不完

全なものにしていた（注9)。ここに，独占価格維持

のために，国家が直接生産調整に乗り出さざるを

えない理由がある。

（注 1) 旧利権協定と同様のタイプの石油開発契約

（ゲッティ，アミノイル，アラビア石油）であるなら

ば，比較は容易である。 しかし， 1957年の AGIP

(ENIの子会社）とイラン国営石油会社 (NIOC)に

よる合弁企業 SIRIPの設立（合弁事業契約）や66年

の ERAP（フラソスの国営石油会社）と NIOCの

間で締結された請負契約 (servicecontract)を旧利

潅協定と比較することは難しい。したがって，ここで

は理論的分析に限定されている。 ERAP-NIOC協定

の評価については， 日本エネルギー経済研究所『中東

における戦後の産油国情跨』（調査報告 No.13)日本

ニネルギー経済研究所 1968年の第 3章「最近の中東

30 

産油国の動向：利権協定の評価をめぐって」を参照さ

れたい。

（注2) 「メジャーは， SIRIP協定は危険な新機軸

だと考えた。テヘラン駐在のアメリカ大使はイラン国

王を訪ね，『この種の新協定を結ぶのをイラ｀ノに止め

るように』要請した。メジャーは常に商業的自由を大

いに遮重してきた。この自由は産油国政府所有の企業

との提携では制約を受けざるを得ないものであった。

また一度確立されれば，その前例はすぐ他に波及し

て，その条件は再度，政府に有利なように改定される

とメジャーはみていた。イラソ国王もこの解釈はまっ

たくそのとおりであると思った。国王は， ENIが大油

田を発見する能力にはあまり期待していなかった。こ

の点についての国王の見解は問もなく正しいことが判

明した。国王の目的は，単に大手の会社が追随せざる

を得なくなるような前例を作ることであった。そし

て，イラ｀ノにとって最も利益になるようにメジャー

と，新規参入者とを互いに張り合わせるのが国王の意

図であった」 (C ・トゥーゲ｀ノハット； A• ハミルト

ソ著 中原伸之訳『オイル—巨大ビジネスー~』早

川書房 1977年 154~155ページ）。

（注 3) 優等地での生産を制限することによって，

最劣等地水準は上方修正される。そのような独占的行

動によって生じた独占利潤は，供給制限に参加した，

優等地で生産活動を行なっている企業のみが手にする

のではない。すべての生産者が，程度の差こそあれ享

受することになる。新協定に甚づく独占利潤の地代化

とはそういう意味である。

（注 4) 新協定におけるポーナス支払，高い税率か

らみて，新規参入業者の不利性は明白なのだが，税率

または 1'は当り取り分の不利性が， どの程度利潤率格

差に反映されていたかを算出してみることには興味が

ある。

アラビア右油（株）は， 日本の企業であり， また所得

税としてサウジアラビアに56忠， クウェートに57も邸支

払っており，国際石油資本との利潤率格差の比較対象

として格好のものである。筆者は， アラビア右油に操

業当時の有価証券報告書の提示をお願いしたが断わら

れた。国会図書館商工課の山崎治氏に探していただい

たが，国会図書館にも保存されていないとのことであ

った。

そこで，後述の野口氏の推定デークをもとにして，

純資産 (netassets)当りの利潤率を求めてみたとこ

ろ， 1963年で8.40俗， 64年で7.57f蹂となった。同じ時
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Ⅳ　統一税制度の競争抑制効果

期の国際石油資本のデータを入手することはできなか

ったが， リーマンの資料によると， KOC (Kuwait 

Oil Company)で1956年74慰， 57年79盆 58年77f採，

59年39俗となっている。アメリカ商務省が発表した数

字では，中東石油の純資産に対する利潤率は1970年で

79叡であった。

したがって， アラビア石油の利潤率は，国際石油資

本（産油段階のみ）と比較して 5分の 1から10分の 1

程度であったと推定される。

また， カフジ原油が重質油で価格が低いこと，値引

き販売されていたことから，利潤に対する実効税率

ほ，開発費などの繰延費用をどのように取扱うかによ

って若千差が出るが，いずれにせよ， 71古から76叡と

いう高い水準であったと考えられる。

アラビア石油の推定データについては，野口雄一郎

「中東石油の原価と利潤」（野口雄一郎綱『中近東に

おける石油問題』〔研究参考資料 No.64〕アジア経済

研究所 1964年） 137~142ページ， KOCのデータに

ついては， Leeman, 前掲書， 76ページ，アメリカ商

務省の調査結果については， Sampson,Anthony, 

The Seven Sisters: The Great Oil Companies and 

the World They,¥fade, 口` ノドン， Hodderand 

Stoughton, 1975年， 232ページ（大原進•青木栄一訳

『七プン、ンスクーズ』日本経済新聞社 1976年 261

ページ）を参照した。

（注5) J • S・ベイ` ノ著 宮沢健一監訳『産業組

織論上』丸善 1970年 127ページ。

（注6) 市場構造の視点から国際石油産業を競争的

産業に分類した論者は， Jacoby,Neil H., Multina-

tional Oil, ニューヨーク， MacmillanPublishing, 

1974年，および第1I節（注9)のワイアントである。

（注7) Penrose, 前掲書， 209ページ（邦訳 286 

~287ページ）。

（注8) 同上。

（注9) 拙稿「原油供給システムと••…•」 97~106

ページ。

IV 統一税制度の競争抑制効果

地代論からいえることは，優等地ほど多くの地

代を生み，劣等地に近づくほど地代は減少し，最

劣等地では，絶対地代のみが支払われるというこ

石油収入の性格と産油国石油政策

とである。土地ごとの差別的地代支払が行なわれ

ることで，産業資本間の差別は消滅し，どの産業

資本も平均利潤を得るのである。

リーマンが論じたように，油田にも優等地と劣

等地が存在する以上，産油国が同じ税率を適用し

なければならない論理的根拠は何もない（注 1)。最

優等油田の生産コストを 10やl芦とし，石油会社

が必要とする平均利潤を，前節の推定に従って15

ぞ／芦として， 1960年の平均実勢価格を 1.7り』芦

（注 2)で計算すると，産油国が取得可能な最大限地

代は 1.45りけ孟になる。実効税率に換算すると

90. 6f邸にもなる。

高コスト油田の場合を考えてみる。中東へ新規

参入した企業のイニシアルコストは 401ン／芦程度

といわれているので（注3)，生産コストとしてその

数値を用いて計算する。新規参入企業が取得すべ

き平均利潤も仮に 15序l盆で同じとすると，最大

限地代化可能額は 1.15院lは，実効税率で 88.5f蹂

となり，低コスト油田に対して，わずかながらも

最高税率は低くなる。

しかしながら，上の計算は，一般に高コスト油

田の生産量が少ないという点を無視している。同

額の資本を投下して，仮に産出量が 2分の 1だと

すると， 1ぢ当りが負担すべき平均利潤量は 2倍

とならざるをえない。よって， 30序／位という数

値を当てはめると， 地代上限は 1ドル1位， 実効税

率で76.9似となり，低コスト油田と比較した税負

担力は，明らかに低いことが判明する。

いずれにせよ，生産コスト差が存在する以上，

異なる税率が適用されるべきである。そこで，第

IV節では， OPEC方式と呼ばれる統一税制度が，

国際石油資本と独立系企業との競争条件格差にど

のような影孵を及ぼすのかについて考察しておき

たい。
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OPEC方式と呼ばれる統一税制度は，次の四つ

の特徴を備えていた。 (1)共通の所得税率 (50古），

(2)共通の利権料率 (12.5f位）， （3）課税参照価格の固

定化，（4）利権糾の経費化 (1966年以降）（注 4)。

すでに論じてきたように，生産コスト差のある

生産者に共通の税率を課すことは，生産者を不平

等に取扱うことを意味する。低コストの国際石油

資本には，高コストの独立系よりも高い税率が適

用されねはならない。コスト条件に関わりなく，

同一の税率を課すことは，コスト上のハンディキ

ャップを，税制度によって増幅させることにな

る。独立系の競争力は，単に生産コスト面からだ

けでなく，税制度の側面からも弱められていたと

いえる。

利権料の経費化は，より一層逆進的性格を持っ

ている。たとえば，生産コスト 10予／言の場合，

公示価格 1.8髯／立に対して 22.5予l芦の利権料と

73. 75tヅ立の所得税，合計で 1は当り 96.25f'を

産油国政府へ支払うことになる。それを税率に換

算すると，公示価格1.8且／立に対する名目税率は

56.6似 (96.25/[180-10] X 100)，実勢価格を仮に1.7 

り』富：として計算すると，実効税率で60.2叡(96.25

/[170-10] X 100)となる。

生産コスト40t刃位の場合には， 22.5庁lら図の利

権料， 58.75予／芦の所得税の計81.25予l芦の支払

となる。名目税率58.0名，実効税率62.5客である。

すでにみてきたように，同一の税率でさえも，

コスト格差が存在する以上，差別的取り扱いを意

味した。利権料の経費化は，高コスト油田の所有

者に，より高い税率を課すのと同じことである。

つまり，独立系の不利性は，それによってさらに

拡大されることになる（注 5)。

その効果は，実勢価格が下がり，公示価格との

乖離が広がるほど強くなるといえる。 1968年の平

32 

均実勢価格の数値 (1.3院I'；;;:）で算出してみると，9

低コスト油田の実効税率 80.2似，高コスト油田

90. 3f採となり，税率格差は実勢価格 1.7況の場合

の2.3似差から， 10.li[;差へと拡大する。利権料

の経費化，同一税率という内容によって構成され

る OPEC統一税制度は，市場での実勢価格が下

落するほど，高コスト油田所有者である独立系企

業の相対的不利性を増幅させるという，価格安定

化のためのビルト・イン・スタビライザー機能を

構造的に内包していたと考えてよいであろう。

以上の説明はすべて，課税参照価格として，市

場価格の代わりに，固定した公示価格が使用され

ることを前提として成立する議論であった。よっ

て，（3）のもつ競争抑制効果もあわせて説明したこ

とになるが，最後に(3)との関連の深いフロアー・

プライスについて論じておきたいと思う c

固定された課税参照価格に下方硬直的税率を組

み合わせることによって，産油国政府の収入は，

市場価格の下落にもかかわらず，決して減額され

ないことになった。エーデルマンが指摘していた

ように， 「バーレル当りの石油に対して支払うべ

き産油国への税金が，かつての所得税的性格から

いまや消費税的性格をもつようになり，これが原

油価格の下限をなしはじめた」（注6)。原油生産コ

ストに産油国への税（利権料を含む）および必要最

低限の利潤を加えた価格以下で販売することがで

きないという「非常に有効な販売価格の下支え原

則」（注 7)が形成された。

実際のフロアー・プライスは，だいたい次のよ

うな値であったと思われる。利権料が経費化され

る以前では，公示価格（課税参照価格） 1.8且／位と

して，国際石油資本にとっての税込みコスト

(tax-paid cost)で95f"！は独立系では1.1恥／此，

利権料が経費化された場合で，国際石油資本1.06
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Ⅴ　結論

肱l盆，独立系 1.2りJ芦となる。利権料経費化の

導入に際しては，公示価格の割引が認められてい

たことを勘案すると，現実には，上記の値より数

セント低いと思われるが， 1968年から70年にかけ

ての 1.30りレ／古という実勢価格の数値と比較する

と，その当時の原油価格は OPEC税制により形

成される税込みコストに平均利潤を加えたフロア

ー・プライスの水準に到達していた，あるいは若

干その水準を下回っていたとも考えられる。はっ

きりといえることは， OPEC税制がなければ，

エーデルマンが主張したように 2or,-I芦まで下落

したかもしれないということ，逆にいえば，それ

以上の価格の下落が生じるためには， OPEC税

制が崩壊する必要があったということである。

ペンローズが論じたように，すべてのカルテル

と同様，産油国間のシェア競争が「税率ダンピン

グ」に結びついて， OPEC税制カルテルを崩壊

させる危険性がなかったわけではない（注8）。しか

し，石油の消費量は，他の一次産品とは異なり増

え続けたこと，資源ナショナリズムが石油企業の

税率を引き下げることに反対する圧力として作用

したことによって，「税率ダンピング競争」は回

避された。そして，産油国は，税込みコストを価

格の下限設定として利用する消極的活用から，税

込みコストを引き上げることによって，価格その

ものを引き上げていくという積極的活用へと転じ

ていくことになる（注9)。地代が独占価格を生み出

すようになるのである。

（注 1) Leeman,前掲書， 187ページ。

（注2) 本節で用いた実勢価格は，すべて生田豊朗

綱『OPECの知識』（日経文庫 289)日本経済新聞社

1980年 13ページの表 1の数値を利用した。

（注3) 日本エネルギー経済研究所 前掲書 82ペ

ージ。野口編前掲喜 141ページでは， アラビア石

油の生産コストは， 1963年43.5";.'ゾぷ， 64年44.3tヅぢ

と推定されている。

石油収入の性格と産油国石油政策

（注4) 利権料の経贄化は，段階的に導入するため

に，初年度公示価格の 8.5各の値引き，その後毎年 1

客ずつ値引き率を低減させ，第 4年度以降について

ほ，その時の市場条件を加味して再検討することが決

められていた。本稿では，煩雑さを避けるために，す

べて公示価格で算出した。利権料経賓化の経違につい

ては，松村清二郎『OPECと多国籍石油企業』アジ

ア経済研究所 1974年 103~115ページを参照。

（注5) ぺ｀ノローズは，「税の増加は，たんにコス

トを上げるだけで，小さな統合度の低い会社の操業よ

りも，多様かつ確固とした大市場と供給源をもつ統合

度の高い大きな会社にわずかの影響しか与えないもの

である。それゆえ，メジャーのなかには，共通の課税

水準が一様に実施されるならば，それが効果的に，と

くにリビアで独立系に打撃を与えることになるだろう

とみて， OPECの収入増加に対する要求に同意する

ことを有利だとみるものもあるようである」と述べて

いる。 Penrose,前掲書， 203ページ（邦訳 279ペー

ジ）。

（注6) M0 A・エーデルマソ「1970年代における

多国籍石油企業」（講演速記録 72-4-26)日本ユネル

ギー経済研究所 1972年 5ページ。

（注7) 同上。

（注8) 税と市場、ンェアの矛盾については， Penro-

se,前掲書， 206~207ページ（邦訳 282~284ページ）。

（注9) エーデルマソ 前掲講演 13~15ページ。

V 結 論

産油国が取得している地代が独占利潤を含んで

いる以上，地代の極大化を達成するためには，な

によりもまず，独占価格の維持に力を注がねばな

らない。そのうえで，できるだけ多くの独占利潤

を地代へ転化させるための交渉を有利に推し進め

る材料を得るために，競争を導入しなければなら

ない。しかし，価格の維持と競争の導入とは，本

来対立するものである。「過度の」競争要因は価

格を下落させる。反対に，国際石油資本による資

源の完全独占を許せば，独占価格は安定するであ

ろうが，独占利潤の地代化交渉は困難をきわめる
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であろう。

本稿で論じてきたように，新協定の導入につい

てはいうまでもな <,OPECの統一税制度もま

た，独占利潤の一部を産油国側に帰属させると同

時に，間接的ではあるが，中小石油会社の競争力

を削減することによって，競争がもたらす価格下

落の「弊害」を緩和する機能を果たしていたと考

えられる。産油国は，下部構造の側面から，国際

石油資本の独占力および相対的優位性を支えてい

たということができよう。産油段階での利潤率格

差は，当然，産油国が直接関与できない上部構造

や原油の輸送・精製・販売の各下流部門段階での

競争にも多大な影響を及ぼしてきたことは想像に

かたくない。

OPECの統一税制度が最も効果的に機能した

のがリビアにおいてであった。 1965年11月20日の

王制布告により，リビアでも OPEC税制が適用さ

れることになった。それ以前は，課税基準として

実際の販売価格が用いられていた。その当時， リ

ビアで操業中の独立系企業は，公示価格から40炉

／盆～601ン／芦の値引き販売を行なっていたといわ

れる。ルトフィは，値引きを 6oiン／芦とした場合

に， OPEC課税方式への切換えが，独立系石油

企業の利益にどの程度の影響を与えるかを計算し

第7表課税方式変更によるリビア独立系石油会社
の原油 1バーレル当り利益の変化 (1966年）

（単位：セント／バーレル）

1実麟格に基
づく課税方式

OPEC方式

公示価格 220 I 220 
生産コスト 60 I 60 
ロイヤリティ（経費化） o I 13. 2 
値引 き（推定） 60 I 60 
課税対象 100 I 146. s 
税（税率 50%) I 50 I 73. 4 
政府収入 50 I 86. 6 
石油会社利益 50 I 13. 4 

（出所） Lutfi, Ashraf, OPEC Oil,ベイルート，
The Middle East Research and Publishing 
Center, 1968年， 16ページ。
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た（第7表）。それによると，独立系石油企業の利

益は， 50や／芦から 13.4ぞlぢへと激減し，反対

に，税込みコストは， 1.1ドル／此から 1.47り』太へ

と37だl芦上昇する。その分だけ，独立系企業の

価格引き下げ余力が削がれたといえよう。

独立系のある企業は， リビアでの OPEC税制

導入に際して， 「この場合，ある国が税を増税す

ることによって得る利益は，偶然にも他の中小石

油企業を困難に陥らせることによって，国際石油

資本が得る利益と一致している」（注 1)とコメント

した。すでに明らかにしてきたように，それは決

して偶然ではない。独占価格を維持するために

は，競争を管理し，生産調整を行なう独占的組織

体の温存とともに，その管理主体である国際石油...... 
資本の競争上の相対的優位性を保つシステム，す

なわち石油税制度が必要とされるのである。

第III節で解明したように，産油国の管理下で部

分的に導入された競争要因は，国際石油資本の生

産管理システムや独占価格構造をただちに破壊す

るほどの力を有してはいなかった。その力を持っ

ているのは，皮肉なことに，産油国国営石油会社

(national oil company。以下 NOCと略記）なので

ある。 NOCには，外国石油会社のように税込み

コストの歯止めが効かない。 NOCにとってのコ

ストとは，純粋な生産コストを意味する。 NOC

がシェア拡大を目指して，いったん原油価格を下

げ始めるとなると，原油価格は生産コストに限り

なく近い水準まで下落する可能性が高い（注 2)。ル

トフィは， OPECのNOCが高い原油価格を維持

したいとする願望と， どんな原油価格であっても

NOCの利益を確保したいとする願望とはまった

く対立すると主張し， NOCの活動を国内に限定

するよう求めた（注3)。

産油国は，国家財政に占める石油収入比率を高
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め続けることによって，均衡のとれた自立的再生

産構造の確立に失敗しただけにとどまらず（注4),

自国の中心産業である石油産業においても，真の

資源主権確立を，自らの手によって遅らせてきた

のである。とくに，石油産業国有化は，最も危険

な行動として認知され始めていた。なぜなら，価

格管理の要である中東油田共同所有制が分断され

てしまうからである。それに代わるべき政策とし

て，事業参加政策が打ち出されてくるのである。

1951年のイランのモサデクによる国有化は，第

Il節でも簡単に触れたように，ペンローズの言葉

を借りれば，「原則」の問題であったように思わ

れる。筆者が主張したように，利益折半方式の導

入が方向を大きく転換させた。第II節の推定から

断定することはできないが，恐らく，利益折半方

式によって正当な差額地代を超える地代を得るこ

とになったのではないだろうか。それ以降「カ

ネ」が重要視され，「原則」が後退していくので

ある（注5)。

マルクスは，地主の性格を次のように規定して

いる。「所有者のまったくの受動性が非常に明瞭

なことであって，彼の能動性は， ただ，（ことに鉱

山の場合には），社会的発展の進歩を搾取するだけ

のことにあり，この進歩のためには，産業資本家

ならばまだなにかをするのであるが，この所有者

はなにも寄与せずなにも賭けないのである」（注 6)。

産油国は，独占利潤の地代化，独占価格の維持

において，間接的ながら「能動的」に機能した。

この点がマルクスの地主の性格規定と異なる点と

いえなくもない。しかし，それはやはり地代への

石油収入の性格と産油国石油政策

転化に関しての「能動性」にすぎなかった。した

がって，産油国もマルクスの地主の性格規定に，

基本的には当てはまるのである。

（注 1) Mikdashi, Zuhayr, The Cornmunity of 

Oil Exporting Countries: A Study in G匹 ernn比 か

tal Co-operation, ロンドソ， George Allen and 

Unwin, 1972年， 79ページ。ある企業とは ENIのこ

とである。

（注2) 1964年， NIOCはパンアメリカンとの合

弁事業で生産された原油を，国際石油資本が提示した

価格より安値でインドで販売した。その後イソドで

は，国際石油資本の移転価格について論争が起こって

いる (Mikdashi, The Community of Oil・・・・・・， 48 

ページ）。

（注3) Lutfi, Ashraf, OPEC Oil,ベイルート，

Middle East Research and Publishing Center, 

1968年， 5~6ページ。

（注4) 素朴な数量信奉者にとっては， GNP水準が

高いことをもってよしとするかもしれないが，右油収

入への依存度を高めることが，さらに石油収入への依

存度を高めるという累積的悪循環に陥るのである。本

稿でこの問題を詳述することはできないが，中東産油

国のモノカルチャー構造については，浜禍哲雄『石油

王国の悲劇』ダイヤモ｀ノド社 1977年第2章， GCC．．．．． 
諸国の産業非連関については，石田進『激動の湾岸世

界』御茶の水書房 1985年 第8章，アラプ世界の世

界システムヘの統合については，サミール・アミ、ノ著

山崎カヲル訳『現代アラプ』新評論 1981年第6章

を参照されたい。

（注5) 「メキシコ，イラン，イラクの国有化の背

景には，国際右油資本及びその本国政府との問で長年

続いてきた政治閉題があった。したがって， プロトタ

イプの国有化の第一の目的は政治的自立の達成であ

り，経済的目標ほ下位目標にすぎなかった」（拙稿「石

油産業国有化の•…••」 261 ページ）。

（注6) マルクス 前掲書 263ページ。

（フェリス女学院大学専任講師）
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